
様式１（小・中）
【小学校・中学校・義務教育学校用】

令和２年度学校評価 結果

中間評価 ５　最終評価

（１）共通評価項目

評価項目 取組内容
成果指標
（数値目標）

進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果

●全職員による共通理解と共通実践 ●学力向上対策評価シートに示したマイ
プランの成果指標を達成した教師70％
以上

・教職員間でマイプランを共有するととも
に、校内研修等により取組の促進を図
る。 B

・マイプランの成果指標を達成した教師の割合は77.8％だった。

B
・マイプランの成果指標を達成できたと自己申告する教師は７８．８％だった。
・マイプランや成果指標についての説明、取組の促進についての研修が十分にできていなかったので、次年度の課題としたい。

○基本的な学習習慣の定着と家庭学習
の質・量の向上

○「話し合う活動」の楽しさ、よさを実感している児童の
割合が70％以上。
○授業に「話し合う活動」「ふり返り」の場面を設定し、
習慣化することで、「主体的・対話的で深い学び」につ
ながったと肯定的に捉える児童が70％以上。

・「話し合う活動」を取り入れ、授業を活
性化する。
・授業の終末に「ふり返り」を書かせた
り、話させたりする。

B
アンケート（８月）を実施した結果
・「話し合う活動」の楽しさ、よさを実感している児童は74.4％だった。
・「ふり返り」については、「学習の役に立つ」と実感している児童は80.4％いる
が、「もっと知りたいこと」「生活の中で生かせること」などについて考えを広げたり
深めたりしている児童は61％だった。

B
アンケート（12月）を実施した結果
・「話し合う活動」の楽しさ、よさを実感している児童は78.9％だった。
・授業に「話し合う活動」「ふり返り」の場面を設定し、習慣化することで、「主体的・対話的で深い学び」につながったと肯定的に捉えた児童
は70.4%だった。

●児童生徒が、自他の生命を尊重する
心、他者への思いやりや社会性、倫理
観や正義感、感動する心など、豊かな心
を身に付ける教育活動

○道徳に関するアンケートを実施し、「授業を通
して自己を振り返り、今後の言動について考える
ことができた」児童80％以上、「考えたことを実践
することができた」児童70％以上を目指す。

・学年で１学級以上、授業参観時に「ふ
れあい道徳」を実施する。
・学級の人間関係づくりにつながる取組
を行う。

B
・アンケートを実施した結果、「授業を通して自己を振り返り、今後の言動につい
て考えることができた」児童80％、「考えたことを実践することができた」児童70％
だった。資料の読み取りにならず、自己を見つめ直すことができる指導を継続し
ていく。
・引き続き、道徳に関するカードを記入し掲示していく。

B
・２学期の授業参観時に３つの学年が「ふれあい道徳」を実施した。
・毎月道徳に関するカードを記入させ、掲示することで、自己を見つめる機会を設けることができた。内容や対象を行事に合わせることで周り
の人との関わりや感謝の気持ちを児童は感じ、伝えることができた。

●いじめの早期発見、早期対応体制の
充実

○いじめ防止等（いじめの定義、いじめ
の防止等のための取組、事案対処等）
について組織的対応ができていると回
答した教員90％以上

・いじめの認知・覚知に対する対応マ
ニュアルを作成・見直しを行う。
・いじめの対応についての研修・会議を
年間に３回以上行う。

B
・8月の職員アンケートでは、「いじめ防止等について組織的対応ができている。」
という回答が98％であった。対応マニュアルの見直しや会議の活性化を通して取
り組みの質を高めていきたい。 B

・新型コロナウィルス感染症に関わる差別、いじめ防止等の研修会、動画ファイルを使ったコロナ差別の自主研修を実施することができた。
・いじめの認知・覚知の対応マニュアルについては、認知のレベルのすり合わせを行いながら、共通理解を深めていく必要がある。

○教育相談の充実 ○完全不登校を０にする。
○教育的配慮を要する児童に対する
チーム支援を行う。

・職員連絡会や子供支援会議で、配慮を要する児童
の実態と支援の仕方について共通理解を図る。
・校内体制の充実と、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーや関係機関と連携を図り、児童の
実態に応じたチーム支援を行う。

B
・子供支援会議や職員連絡会で、情報を共有するとともに、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカーの協力を得ながらチーム支援を行っている。

B
・子供支援会議や職員連絡会で、配慮が必要な児童の実態や支援方法を共通理解し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
や関係機関の協力を得ながらチーム支援を行った。今後、完全不登校者や別室登校者に対しては、継続的な支援が必要である。

●健康・体つくり

❶「運動習慣の改善や定着化」
❸「望ましい食習慣と食の自己管理能力
の育成」
❹「安全に関する資質・能力の育成」

❶授業以外で運動やスポーツを行う時
間が１週間あたり４２０分以上の児童数
を60％以上にする。
❸「健康に食事は大切である」と考える
児童生徒80％以上
❹児童生徒の交通事故を０（ゼロ）にす
る

①「みんなで遊ぶ日」のように、週に１度は
昼休みの時間に学級全体で外遊びを行うよ
うな取り組みを推奨する。
③栄養教諭と学級担任とのＴＴ授業を行い、
食事の大切さを認識させる。給食だより、献
立予定表を通して、児童・保護者への啓発
を図る。
④学校職員による登校時の立番指導（歩行
指導、道路横断の仕方の指導を含む）や、
一斉下校指導時の安全指導（危険箇所の
確認や伝達を含む）を徹底する。

B

・１週間あたり４２０分以上の運動をしている児童については、概算で58％であった。高学
年になるにつれて、休み時間に運動をしない児童の割合が高くなる傾向があることがわ
かった。目標達成のために、高学年を中心に運動の機会を増やす取り組みが必要である
と考えられる。
・アンケートでは、「健康に食事は大切である」と回答する児童は約96％だった。
・今年度も第１、３学年で、正しい道路の歩き方や安全な自転車の乗り方に関する交通安
全教室を実施した。そして、管理職、子ども見守り隊を中心に登下校時の安全指導を行っ
た。また、一斉下校等を通して、学校職員による危険箇所の確認やその伝達を行った。
しかし、今年度、児童の自転車乗車時における事故が２件起こっている。大事に至らな
かったのはヘルメットを着用していたためであるが、ヘルメット着用の実態を見ると、ヘル
メットを着用して自転車に乗っている児童は全体の32.7％であり、今後、交通事故から身を
守るためにも、その着用率をあげていく必要がある。

Ａ

・週ごとの運動時間を増やすため、気温が下がる２学期の後半から３学期にかけてドッジボールと大縄跳びのクラスマッチを開催した。各学
級で休み時間に積極的に練習に取り組むことができた。運動時間の目標については概ね達成できている。
・栄養教諭は、全学年において学級担任等とTT授業を行った。給食だより（食育だより）を学期に数回発行し、児童だけでなく保護者への啓
発を図った。
・自転車乗車時のヘルメット着用率をあげていく必要がある。そこで、ヘルメットの所持率調査を行ったり、ヘルメットを所持するよう情報発信
を行ったりしている。

●業務効率化の推進と時間外勤務時間
の削減

●教育委員会規則に掲げる時間外在校
等時間の上限を遵守する。

・共有フォルダへデータの保存・整理。
・提案資料の作成を効率的に行う。
・業務改善案を募り、実行できる分について
は行う。

B
・会議時間を縮小したり特別校時を増やしたりして教職員の業務時間の確保を
行ってきた。教職員の働き方改革への意識は高まり、時間対効果も上がってい
る。今後も「できそうな」業務改善案に取り組み、時間外勤務時間の削減に努め
る。

Ａ
・学校施錠時刻を曜日に応じて決めていた。職員もこれらの施錠時刻に合わせた業務を進めることができた。
・通知表の記述内容の見直しをしたり学期末などの特別校時を増やしたりして負担軽減を行った。
・上記のような取組を行い、職員の時間対効果に対する意識は高まり、昨年度と比較しても時間外勤務時間の平均や１箇月45時間以上の
時間外勤務職員の人数は大幅に減った。

○衛生管理の改善、充実 ○職場の事故０を目指す。
○時間外勤務時間の月の平均を４５時
間以下とする。

・定期的に職員室等の整理整頓と環境美化
の時間を設定する。
・衛生委員会の中で、現在の目標達成につ
いて共通理解する。

B
・職場での突発的な事故はなかった。今後も、安全点検や管理職の目視による
危険箇所の早期発見に努める。
・予め曜日ごとに設定した施錠時刻を守り、教職員は計画的且つ効率的な業務
遂行の意識が高まっている。時間外勤務時間の月平均45時間を上回ることはな
かった。

Ａ
・全職員による安全点検や管理職による危険箇所の点検を定期的に行うことで、職場の事故の未然防止ができた。また、危険箇所について
は、学校事務員による迅速な対応もできていた。
・衛生委員会では、職員の良好な健康保持のための全職員での取組を伝えてきた。業務改善の取組や意識は進み、時間外勤務は大幅に
削減できた。
・一時的又は突発的な事案も管理職を含む複数で対応することで、個々の教職員の負担は減少できた。

（２）本年度重点的に取り組む独自評価項目

評価項目 重点取組内容
成果指標
（数値目標）

進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果

★小中一貫教育の充実

★◎教科「日本語」の実践充実 ★保護者・地域等に対する教科「日本語」の
授業公開学級率100％以上
★保護者等に対する教科「日本語」に係る情
報を年間３回以上公開した学級率100％以上

・保護者・地域等に対する教科「日本語」の授業
公開学級率を学年で１学級以上行う。
・保護者等に対する教科「日本語」に係る情報
（学年便り、学級通信など）を年間３回以上全学
級が行う。

B
・今年度はコロナウイルスの関係で授業参観が行われず、公開することができな
かった。
・「日本語」に関わる情報を各学年学級懇談会資料に記載した。今後も各学年の
お便り等を通して情報公開を行っていく。

B
・今年度2回しか授業参観を行うことができなかった中で、どの学年も1学級以上、教科「日本語」の授業を公開することができた。
・教科「日本語」に関わる情報を毎学期、学年懇談会資料に記載することができた。（年間３回）

○特別支援教育の充実

○研修会開催
○個に応じた支援体制
○関係機関との連携

○特別支援に関する研修会の実施による教
員の意識の向上
○前担任から引き継いだ個別の指導計画
の作成

・特別支援に関する研修会の実施２回以上
・ケース会議の開催、情報共有
・一人一人のニーズに合った支援の実施の
実行

B
・校内研修会は、全体で1回、特別支援学級で2回行った。教員アンケートでも、
特別支援に対する意識は高い。個別の支援計画の作成も計画的にでき、係に相
談しながら、共同で支援に当たっている。 B

・校内の職員研修会や授業研究会及び合同授業の実施を通して、職員の特別支援教育に関わる知識・技能の習得を図った。
・子供支援会議やケース会議を行い、支援の共通理解を図った。
・巡回相談員や専門家を活用することで、教育的配慮を要する児童の実態や状況への理解を深め、支援の充実を図った。

○開かれた学校づくり

○学校運営協議会の立ち上げ ○目標設定と地域への啓発 ・学校運営協議委員との連絡を密にし、連携
しながら学校運営を行う。
・学校だよりや学校HPの中で、学校運営協
議会の取組を紹介する。

B
・学校運営委員会で、鳥栖小学校区におけるコミュニティ・スクールの在り方を具
体的に話し合うことができた・
・コミュニテイ通信を学校HPでも紹介している。 Ａ

・「挨拶と感謝」をキーワードにして、「元気なあいさつが響く町、のぼり旗プロジェクト」と「子供と地域をつなぐ、写真プロジェクト」を実施し
た。この２つのプロジェクトを今後も推進し、「挨拶と感謝ができる児童の育成」の目標に近づける。
・学校運営協議会の取組をコミュニティ通信やＨＰでお知らせしてきた。保護者アンケートでも90％以上の認知をしていただいた。今後も、HP
のイベントギャラリー等も活用していきたい。

●･･･県共通　★･･･鳥栖市共通　○･･･学校独自　◎･･･志を高める教育

●業務改善・教職員の働き
方改革の推進

●心の教育

中間評価 最終評価

４　重点取組内容・成果指標

●学力の向上

重点取組
具体的取組

５　総合評価・

　　次年度への展望

・本年度は、「話し合う活動」「振り返り」を授業に取り入れ、学習の習慣化を目指した。「話し合い活動」や「振り返り」が「学び」につながったと児童は肯定的にとらえている。しかし、学習状況調査結果からも分かるように、「思考力・判断力」に課題は残った。課題解決のためには、「話し合い活動」や「振り返り」をさらに改善、充実させたり、児童個々が自分の考えを意欲をもって多様な表現方法で
表していけるような工夫及び学習体験を積んでいくことが大切だと考える。
・本年度より、本校はコミュニティ・スクールとなり、地域と学校が一体となって児童の育成を目指す方策を練ってきた。「挨拶」「感謝」等をキーワードにいくつかの取組を進めてきた。また、コミュニティ通信等により少しずつ、地域から認知されつつある。今後は、学校と地域の双方向の人の行き来を頻繁に行えるような計画及び実践を行い、さらに学校と地域が一体となって児童の育成を進めて
いきたい。
・特別支援教育への理解と配慮を要する児童への支援は、特別支援コーディネーターが中心となり、進めることができた。教職員１人が課題を抱え込むことなく、チームとして情報共有を行いながら児童への対応を進めていくこともできた。今後も継続していく一方で外部機関とも連携をとりながら、児童の支援にあたっていきたい。
・特別の教科道徳を中心に学校教育活動を通じて児童の「心の教育」を行ってきた。議論し考える道徳授業に取り組み、道徳で学んだことを生かそうとする児童は増えた。また、いじめの早期発見のために「にこにこアンケート」を定期的に行うことで、複数の教職員でいじめに対しての対応ができた。今後も、多様な方法で、いじめの見逃し０を目指して取り組んでいきたい。
・教職員個々が業務の効率化を意識しながら、業務に取り組んできた。時間外勤務時間も昨年度より減少することができた。学校全体としての取組も考えていかなければならないが、教職員個々が時間対効果を考えながら業務遂行を行うのは、今後さらに不可欠となってくる。そのために、時間外勤務時間縮小に向けての教職員個々が具体的な目標設定を行えるようにしたい。

達成度（評価）
 Ａ：十分達成できている
 Ｂ：おおむね達成できている
 Ｃ：やや不十分である
 Ｄ：不十分である

重点取組
具体的取組

中間評価 最終評価

１　前年度

　　評価結果の概要

・学びつくり部会と生活つくり部会が中心となって、年間計画のもと、学校全体で学習規律の確立、家庭学習の習慣づけと家庭学習の内容の充実に取り組む体制が整い成果を上げることができた。

・学力面では、全国・県の学習状況調査結果は、県平均をやや上回るか大きく上回った。分析結果をもとに短期的・長期的課題を明確にして、指導方法の工夫・改善にさらに取り組む。

・毎月のにこにこアンケート（いじめ・悩みアンケート）や日頃の観察、保護者からの連絡等について、管理職への報告が迅速になされている。そのことで、校務分掌担当及び関係機関と連携しながらチームとして生徒指導上の問題に対応することができている。

・ＰＴＡ及び地域安全ボランティアによる立ち番見回り活動が活発に行われており、安全体制がほぼ確立している。ＰＴＡによる子供１１０番の家や地域ボランティアとの連携、「登下校の気づきマップ」と「地震発生時の気づきマップ」の作成、緊急時のＰＴＡから区長、区長から地域ボランティアへの連絡網の確立等、安全体制が整ってきた。

・不登校傾向・配慮を要する児童に対する支援については、管理職、担任、特別支援教育コーディネーター、教育相談担当等でケース会議を開催し、チームとしての対応に努めた。必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、巡回相談員、教育委員会等の関係機関と連携・協力しながら対応した。今後も、情報共有を基盤に、組織的で対応することで、早期解決を図っていきたい。

２　学校教育目標

心豊かで、たくましく、自ら学ぶ”とすっ子”の育成

○やさしさいっぱい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○元気いっぱい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○やる気いっぱい

　・相手の気持ちを考えて行動できる子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・健康安全に気をつけ、体を鍛えることができる子　　　　　　　　　　　　　　　　　・進んで学ぶことができる子（学び合い、発表、学習規律、家庭学習、読書）

　・社会や地域に目を向け、多様性を認め、人や自然を大切にできる子　　　　　　　　　・よいことを進んで行い、きまりやマナーを守ることができる子　　　　　　　　　　　・予想を立て、筋道を通して考え、根気強く解決することができる子

３　本年度の重点目標

（１）「鳥栖市教育プラン」の「鳥栖スタイル」の推進

（２） 学力向上の推進

（３）開かれた学校づくりの推進

（４） 特別支援教育の推進

学校名 鳥栖市立鳥栖小学校


